
  

 
 

 
 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

「憲法のつどい」当日の様子  

中学生のみなさん 

真剣に聞いてます 



 

 

裁判官 

「アンケートの結果を報告いたします。」 

民法 750 条は、憲法 13 条、2４条に違反する 

被告・原告の主張を踏まえしっか
り考え、挙手でアンケートを行い
ました。 

新潟大学法学部の 

みなさん、ありがとう 

ございました！ 

※この判決は、あくまでも今回の模擬裁判の結果でしかありません。

実際の夫婦別姓訴訟の裁判では、合憲・違憲の判断が分かれています。 

 


